
    図書館の自由委員会規程  
 
（設置・目的） 
第１条 公益社団法人日本図書館協会定款（以下「定款」という。）第 51 条第 1 項に基づ

き、図書館の自由委員会（以下「委員会」という。）を設置し、その組織及び運営につい

て、公益社団法人日本図書館協会委員会通則規程(以下「委員会通則」という。) 第 3 条

により定める。 
  

（任務） 
第２条 委員会は、図書館の自由を守り、広げる責務を果たすため、次のことを行う。 
（１）「図書館の自由に関する宣言」及び「図書館員の倫理綱領」の趣旨の普及並びに維

持発展 
(２) 図書館における知的自由を侵害し、又は侵害する恐れのある事実の情報収集、調査

研究及び必要な場合の意見表明 
（３）会員、地域図書館団体又は活動部会の求めに応じた調査研究の成果の提供及び発表 
 
（組織） 
第３条 委員会は、30 名以内の委員をもって構成する。 
２ 委員の任命及び解職は理事会の議決を経て理事長が行う。 
３ 理事長は委員の互選によって選出された者を委員長候補者として理事会に提案するこ

とができる。 
４ 委員会に副委員長を置くことができるものとし、副委員長は第 6 条に規定する地区委

員会の代表者をもって充てる。 
５ 委員長は委員会を代表し、委員会の会務を総理する。 
６  副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、委員長が予め指定する副委員

長がその任にあたる。 
 
（委員の任期） 
第４条 委員長、副委員長及び委員会の委員の任期は、定款第 34 条第 1 項に定める理事の

任期と同一とする。 
２ 委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
３ 委員の再任は妨げない。 
 
（委員会の議事） 
第５条 委員会は委員長が招集する。 
２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開催することができない。ただし、

委員会は電子的な通信手段等によって開催することができる。 
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３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決

するところによる。 
４  委員会に出席できない委員は、他の委員又は委員長に、予め通知された議事について

その議決権を委任することができることとし、この場合、その委員は出席したものとみな

す。 

５ 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させて、説明又は意見を

聞くことができる。 
 
（地区委員会） 
第６条 委員会に、委員会通則第 8 条に基づき小委員会として自由委員会西地区委員会（以

下「西地区自由委員会」という。）及び自由委員会東地区委員会（以下「東地区自由委

員会」という。）を設置する。 
２ 地区委員会は、第 2 条に規定する委員会の任務に関し、各地区内における図書館の自

由に関する問題について、常時、その実態の把握に努め、当該地域固有の問題である場

合には当該地区委員会において調査・検討の上、その問題の解決を図り、その問題が一

般性を内包する場合、及び第 2 条第 2 号後段に規定する「意見表明」を必要とする場合

には、委員会に報告し、委員会の課題として提言することを任務とする。 
３ 地区委員会は 15 名以内で構成し、委員の任免及び解職は、理事会の議を経て理事長が

行う。 
４  地区委員会の委員（以下「地区委員」という。）の任期は、第 4 条を準用する。 
５ 委員会は、地区委員の委員候補者を委員の互選によって選出することができるものと

し、理事長は委員会からの推薦された者を理事会に提案するものとする。 
６ 委員会は、地区委員の候補者を公募により選定することができる。なお、この場合、

公募の実施方法及び選考基準等は、公募の実施するたびに、委員会が定める。 
７ 地区委員会に代表者を置くものとし、地区委員長という。 
８  地区委員長の任免解職は、理事会の議を経て理事長が行う。 
９  理事長は地区委員の互選によって選出された者を委員長候補者として理事会に提案す

ることができる。 
１０ 地区委員長は、委員長と密接に連絡し、当該地区委員会の事務を総理する。 
１１ 地区委員会の議事は第 5 条を準用する。 
１２ 地区委員長は、委員長が求めるときは、当該地区委員会の活動を文書で委員長に報

告しなければならない。  
 
（理事会に対する報告） 
第７条 委員長は、委員会通則第 10条第 1項に基づき、毎事業年度終了後 3か月以内に開

催される定時代議員総会の 1 か月前までに、委員会の活動を文書で理事会に報告しなけ

ればならない。また、委員長は、同条第 2項に基づき、理事長又は理事会の求めに応じ

て、委員会の活動を理事長又は理事会に報告しなければならない。 



（経費） 
第８条 委員会の経費は、本法人の予算の範囲内でまかなう。 
 
（規程の改廃） 
第９条 この規程の改廃は、理事会の議決による。 
 
附則  
この規程は、平成２９年３月１７日より施行する。 
２ 最初の委員の任期は、選任のときから当該選任日における本法人役員の任期の終了の

日までとする。 
３ この規程の施行に伴い、図書館の自由委員会内規（平成 14 年 8 月 8 日施行）は、廃止

する。 
附則 
この規程は、平成３０年１２月２１日から施行する。 

 

 
 


